
○
総
務
省
令
第
七
十
九
号 

 

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
及
び
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
九
十
三
号
）

の
施
行
に
伴
い
、
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
規
定
に

基
づ
き
、
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
業
務
（
通
信
・
放
送
開
発
金
融
関
連
業
務
を
除
く
。
）
に
係
る

財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
四
年
十
二
月
十
九
日 

総
務
大
臣 

松
本 

剛
明 

 
 

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
業
務
（
通
信
・
放
送
開
発
金
融
関
連
業
務
を
除
く
。
）
に
係
る
財

務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
の
業
務
（
通
信
・
放
送
開
発
金
融
関
連
業
務
を
除
く
。
）
に
係
る
財
務
及

び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 



二
頁 
 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
（
勘
定
区
分
） 

（
勘
定
区
分
） 

第
二
条 
機
構
は
、
機
構
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
経
理
を
区
分
し
て
整
理
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
の
勘
定

に
お
い
て
整
理
す
べ
き
事
項
が
他
の
勘
定
に
お
い
て
整
理
す
べ
き
事
項
と
共
通
の
事
項
で
あ
る
た
め
当
該
一
の

勘
定
に
係
る
部
分
を
区
分
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
は
、
機
構
が
総
務
大

臣
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
事
業
年
度
の
期
間
中
一
括
し
て
整
理
し
、
当
該
事
業
年
度
の
末

日
現
在
に
お
い
て
各
勘
定
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
条 

機
構
は
、
機
構
法
第
十
六
条
及
び
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
経
理
を
区
分
し
て
整
理
す
る
場
合
に

お
い
て
、
一
の
勘
定
に
お
い
て
整
理
す
べ
き
事
項
が
他
の
勘
定
に
お
い
て
整
理
す
べ
き
事
項
と
共
通
の
事
項
で

あ
る
た
め
当
該
一
の
勘
定
に
係
る
部
分
を
区
分
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て

は
、
機
構
が
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
、
事
業
年
度
の
期
間
中
一
括
し
て
整
理
し
、

当
該
事
業
年
度
の
末
日
現
在
に
お
い
て
各
勘
定
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
り
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

（
積
立
金
の
処
分
に
係
る
承
認
申
請
書
の
添
付
書
類
） 

第
十
八
条 

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
十
三
号
）
第
三
条
第
三

項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
八
条 

国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
十
三
号
）
第
二
条
第
三

項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

［
一
～
三 

略
］ 

［
一
～
三 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 
 



三
頁 
 

附 

則 
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
改
正
規
定
は
、
国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研

究
機
構
法
及
び
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
九
十
三
号
）
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  


